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院
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鈴
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イ
ヌ
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先
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族
と
す
る
こ
と
を
政
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に
求
め
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国
会
決
議
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受
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政
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の
取

り
組
み
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に
関
す
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再
質
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に
対
し
、
別
紙
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弁
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を
送
付
す
る
。



衆
議
院
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員
鈴
木
宗
男
君
提
出
ア
イ
ヌ
民
族
を
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と
す
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こ
と
を
政
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求
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国
会
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を
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の
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弁
書

一
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
六
月
十
七
日
内
閣
衆
質
一
六
九
第
四
八
六
号
。
以
下
「
前
回
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
三
及
び

四
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
現
在
の
と
こ
ろ
「
先
住
民
族
の
権
利
に
関
す
る
国
際
連
合
宣
言
」
（
以
下
「
宣
言
」
と
い

う
。
）
に
お
い
て
「
先
住
民
族
」
の
定
義
に
つ
い
て
の
記
述
が
な
く
、
ま
た
、
「
先
住
民
族
」
に
関
す
る
国
際
的
に
確
立
し

た
定
義
が
な
い
こ
と
も
あ
り
、
「
先
住
民
族
」
の
定
義
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
ま
た
、
宣
言
に
お
け

る
「
先
住
民
族
」
と
御
指
摘
の
国
会
決
議
（
以
下
「
国
会
決
議
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
「
先
住
民
族
」
が
同
義
で
あ
る
か

結
論
を
下
せ
る
状
況
に
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
政
府
と
し
て
は
、
前
回
答
弁
書
一
、
二
及
び
五
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
、
ま
た
、
本
年
六
月
六
日
の
内

閣
官
房
長
官
談
話
に
も
あ
る
と
お
り
、
今
般
、
国
会
決
議
が
同
日
に
衆
議
院
及
び
参
議
院
の
本
会
議
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た

こ
と
を
踏
ま
え
、
国
会
決
議
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
は
「
日
本
列
島
北
部
周
辺
、
と
り
わ
け
北
海
道

に
先
住
し
、
独
自
の
言
語
、
宗
教
や
文
化
の
独
自
性
を
有
す
る
先
住
民
族
」
で
あ
る
と
の
認
識
の
下
に
、
こ
れ
ま
で
の
ア
イ

一



ヌ
政
策
を
更
に
推
進
し
、
総
合
的
な
施
策
の
確
立
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

我
が
国
国
民
に
よ
る
旅
券
・
査
証
な
し
で
の
北
方
領
土
へ
の
訪
問
に
つ
い
て
は
、
「
我
が
国
国
民
の
北
方
領
土
へ
の
訪
問

に
つ
い
て
」
（
平
成
三
年
十
月
二
十
九
日
付
け
閣
議
了
解
及
び
平
成
十
年
四
月
十
七
日
付
け
閣
議
了
解
）
に
従
い
、
領
土
問

題
の
解
決
を
含
む
日
本
国
と
ロ
シ
ア
連
邦
と
の
間
の
平
和
条
約
締
結
問
題
が
解
決
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
相
互
理
解
の
増
進
を

図
り
、
も
っ
て
そ
の
よ
う
な
問
題
の
解
決
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
北
方
領
土
に
居
住
し
て
い
た
者
（
こ
れ
に
準

ず
る
者
を
含
む
。
）
、
北
方
領
土
返
還
要
求
運
動
関
係
者
、
報
道
関
係
者
及
び
こ
の
訪
問
の
目
的
に
資
す
る
活
動
を
行
う
専

門
家
で
あ
っ
て
、
内
閣
総
理
大
臣
及
び
外
務
大
臣
が
適
当
と
認
め
る
も
の
に
よ
り
、
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

ア
イ
ヌ
の
人
々
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
に
該
当
す
れ
ば
、
内
閣
総
理
大
臣
及
び
外
務
大
臣
の
了
解
を
得
て
、
旅
券
・
査
証
な

し
で
北
方
領
土
を
訪
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
か
か
る
訪
問
に
つ
い
て
、
別
途
、
御
指
摘
の
ア
イ
ヌ
の
人
々

の
た
め
の
枠
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

二


